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１１月発行

第２号

土崎みなと歴史伝承館を中心に、土崎のま
ちづくりに関する話題をお届けする「土崎ま
ちづくりかわら版」。発行後、各方面からご
意見やご感想をいただき、感謝いたします。
このたび、第２号を発行しましたので、引

き続きご愛読下さい。

１ ９ｍの置山の解体等が無事終了

１１月１９日、土崎みなと歴史伝承館に
置山を設置するため、土崎港曳山行事伝統
伝承会の皆さんに依頼し、大町の民俗芸能
伝承館（ねぶり流し館）にある置山を解体
し、部材を移設しました。

２ 秋田市土崎みなと歴史伝承館条例が可決

※解体前の置山（人形
は越前谷人形店さんが
撤収しました）

民俗芸能伝承館
（ねぶり流し館）
での解体作業

土崎みなと歴史伝承館に移設

秋田市土崎みなと歴史伝承館条例が、秋
田市議会９月定例会で可決されました。
この条例は、土崎みなと歴史伝承館を設

置し、その管理を指定管理者に行わせるこ
とができることとするとともに、その使用
方法等について定めたものです。
条例可決により、秋田市土崎みなと歴史

伝承館が名称として正式決定され、入館料
や使用料を無料とすることも決まりました。
この条例にあわせて、関係規則も整備さ

れ、開館時間等が決まりました。

【主な決定内容】
○名称…秋田市土崎みなと歴史伝承館
○入館料・使用料…無料

（営利目的等は使用不可）
○開館時間…９：００～１７：００
○休館日…火曜日、年末年始

解体作業は、手際
よく進められ、予定
通り終了しました。
これを受けて、市

では、組立や人形の
設置に向けた準備を
進めています。
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４ 展示のイメージ図
施設は、曳山と空襲の展示スペースを中心に構成されています。
現在工事中の展示の概要をお知らせします。

３ 土崎みなと街づくり協議会が設立
～指定管理者指定をめざす～

協議を重ねる協議会の皆さん

伝承館は、地域自治活動等に取り組んでいる地元
の団体からなる協議会による管理運営（指定管理）
を予定しています。
１０月２４日、伝承館の指定管理者をめざすこと

を目的に、土崎みなと街づくり協議会が設立されま
した。この協議会では、現在、指定管理者指定に向
けた作業を進めています。
【土崎みなと街づくり協議会の概要】
○会長…佐原孝夫
○所属団体
土崎神明社奉賛会、秋田みなと振興会、土崎経済
同友会、土崎地区町内会連合会、港商友会、土崎
港被爆市民会議、港ばやし保存会、土崎史談会、
土崎婦人会、土崎港伝統芸能伝承会の20人で構成

○主な実施計画
伝承館の管理運営、自主事業の企画など

※指定管理者の指定は市議会の議決が必要で、11月
市議会で審議されます。

曳山展示ホール

実物の置山を展示、曳山
行事の内容をパネル展示

マルチ
ビジョン

町内の
提灯

国道からも置
山が見えるガ
ラス張り空間

空襲展示ホール

被爆倉庫の一部を移設展
示。空襲資料の展示等

階段
教室

常設展示室

「みなと」をテーマに土崎
の歴史を紹介

史跡・名所
の紹介

原寸大秋田街
道絵巻のタッチ
パネル

北前船等、土崎港の歴史
をタッチパネル等で紹介

※来年度には、北前
船の模型を展示予定

（伝承室）

曳山の製作等だけ
でなく、お囃子や踊
りの公開練習等で
の活用を予定

通年で置山
を展示

※展示品は、
無料で観覧
できます


